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第６章 準備書についての意見及びそれに対する事業者の見解

第1節 環境の保全の見地からの意見を有する者の意見の概要及びそれに対する事業者の

見解

環境影響評価法第 16 条に基づき、環境影響評価準備書を平成 24 年 11 月 15 日から平

成 24 年 12 月 14 日まで縦覧に供し、環境影響評価法例第 18 条第 1 項に基づき、平成 24

年 11 月 15 日から平成 24 年 12 月 28 日までに準備書について環境の保全の見地からの

意見を募集したが、提出された意見はなかった。
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第2節 知事意見及びそれに対する事業者の見解

環境影響評価法第 20 条第 1 項に基づき、準備書について述べられた北海道知事の意

見はなかった。環境影響評価法第 20 条第 4 項に規定する環境保全の見地から示された

札幌市長の意見とこれらに対する事業者の見解は、表 4-2-1 に示すとおりである。

表 6-2-1 準備書についての札幌市長意見及びそれに対する事業者の見解(1/2)

札幌市長の意見 事業者の見解

1 騒音

について

道路交通騒音に関して、現地調査を行った

中沼町 66 番地(調査地点 No.2)において、現

況騒音レベルが参考とする基準に適合して

いない。

このため、資材、機械及び建設工事に伴う

副産物の運搬に用いる車両の運行に係る騒

音、並びに廃棄物及び覆土材の運搬に用いる

車両の運行に係る騒音について、当該地点に

おける本事業による影響、評価を行い、必要

に応じて環境保全措置を検討すること。

中沼町 66 番地において、

左記要因に係る騒音を予

測し、現況より悪化しない

ことを目標として評価し

ました。後者の要因に対し

ては、環境保全措置を検討

しました。

(第 9 章第 2 節参照)

2 動物

について

(1) ア 事業実施区域内にオオタカの営巣が確認

され、また、事業実施区域周辺においてチュ

ウヒの繁殖行動が確認されていることから、

当該猛禽類の生息環境に影響を及ぼすおそ

れのある工事に着手する前には、事業実施区

域及びその周辺において生息状況の調査を

行うこと。

環境保全措置として、事

業着手前の 3 年間に、オオ

タカ及びチュウヒの繁殖

状況、オオタカが利用可能

な古巣及び営巣可能林の

分布状況を把握する「現況

把握調査」を実施すること

としました。

事業着手後の環境保全

措置は、この現況把握調査

の結果をもとに、より効果

的な保全措置を検討する

こととしました。

(第 9 章第 8 節参照)

イ 生息状況の調査は、継続的な把握が必要と

考えられることから、当該猛禽類の生息環境

に影響を及ぼすおそれのある工事着手の 3

年以上前から行うこと。

ウ 調査結果に応じて、営巣場所を回避するた

めの施設設計も含め、必要な環境保全措置を

検討すること。

(2) ア 代償池の候補地の選定にあたっては、候補

地の既存の生態系に配慮し、必要な調査を行

うこと。

平成 25 年度に代償池の

候補地の選定のための現

地調査を実施しました。

イ 代償池の環境整備においては、移植対象種

の採餌環境や植生など生態系全体を考えて

整備すること。

事業着手の 3 年前に代償

池を造成し、環境整備後に

仮移植を行います。仮移植

後はモニタリング調査を

実施し、その結果をもと

に、事業着手直前に本移植

を行うこととしました。

(第 9 章第 8 節参照)

ウ 代償池の環境整備には時間を要すると考

えられることから、速やかに代償池の候補地

の選定及び環境整備に着手すること。

エ 移植は、試験的、段階的に行い、その結果

に応じて慎重に実施すること。

(3) ア クビボソコガシラミズムシ、キベリクロヒ

メゲンゴロウ、キベリマメゲンゴロウ、ガム

シ、ハイイロボクトウ、スゲドクガの 6 種は

新たに環境省のレッドデータブックに掲載

され、また、ヒザグロナキイナゴは北海道南

西部での生息は稀であることから、これらの

種の予測、評価を行い、必要に応じて環境保

全措置を検討すること。

左記 6 種とヒザグロナキ

イナゴ及びコオイムシを

対象に、平成 25 年度に現

地調査を実施しました。

これらの種それぞれに

対して、予測、評価を行い、

事業の実施により影響が

及ぼされる可能性がある

とされたものについては、

環境保全措置を検討しま

した。

(第 9 章第 8 節参照)

イ 事業実施区域及びその周辺において、レッ

ドデータブックに掲載されているコオイム

シが生息している可能性が高いことから、確

認のための調査及び予測、評価を行い、必要

に応じて環境保全措置を検討すること。
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表 6-2-1 準備書についての札幌市長意見及びそれに対する事業者の見解(2/2)

札幌市長の意見 事業者の見解

3 植物

について

ア フクジュソウ、ミクリ、エゾオオヤマハ

コベの移植にあたっては、それぞれの種の

生育環境に応じて適切な候補地を選定する

こと。

平成 22 年度に移植先の

候補地の選定のための現

地調査を実施しました。ま

た、ミクリの移植先は、水

生動物と同所とし、平成 25

年度に代償池の候補地の

選定のための現地調査を

実施しました。

イ 移植方法については、それぞれの種の特

性を考慮した手法(株の移植、播種等)によ

り試験的、段階的に行い、その結果に応じ

て慎重に実施すること。

事業着手の3年前に仮移

植を行います。仮移植後は

モニタリング調査を実施

し、その結果をもとに、事

業着手直前に本移植を行

うこととしました。

(第 9 章第 9 節参照)

4 生態系

について

ア 「地域を特徴づける生態系における注目

種･群落」の選定において、典型性の観点か

ら、乾性草地にあってはチョウ類及びトノ

サマバッタを、水域にあってはトンボ(ヤ

ゴ)、ゲンゴロウ及びガムシを選定すること

が適切であることから、これらの種に係る

予測、評価を追加すること。

乾性草地の典型性の昆

虫類としてトノサマバッ

タとモンキチョウを、乾性

草地、湿性草地及び水域の

典型性の昆虫類としてル

リイトトンボを抽出しま

した。

また、各種について予

測、評価を行いました。

(第 9 章第 10 節参照)

イ 上記の評価結果より、必要に応じて環境

保全措置を検討すること。

5 景観

について

ア 近隣住民の視点に配慮し、事業実施区域

近傍にある道道 112 号線上等などから適切

な地点を近景眺望点に選定すること。

近 景 眺 望 点 と し て 、

No.10(道道 112号札幌当別

線)と No.11(道道 128 号札

幌北広島環状線)を追加し

ました。

また、各地点について予

測、評価を行いました。

(第 9 章第 11 節参照)

イ 選定視点における予測、評価を行い、必

要に応じて環境保全措置を検討すること。

6 事後調査及び

環境保全措置

の検討

について

ア 事後調査の詳細の決定及び環境保全措置

を検討する場合には、専門家等の助言を受

け、より効果的な事後調査及び環境保全措

置の実施に努めること。

事後調査の詳細の決定

及び環境保全措置の検討

においては、専門家等の助

言を得ることにより、客観

的かつ科学的に決定する

こととしました。

環境影響が著しいこと

が明らかとなった場合は、

事業者が関係機関と協議

し、必要に応じて有識者等

の指導、助言を得て追加調

査の実施等、適切な措置を

講じることとしました。

事後調査結果の公表の

方法については、環境影響

評価法等に準拠した報告

書にまとめ、公表します。

(第 9、10 章参照)

イ 事後調査計画の記載にあたっては、調査

項目、調査手法、調査地域、調査期間、事

後調査の結果、環境影響が著しいことが明

らかとなった場合の対応等及び事後調査結

果の公表の方法(時期、手法等)を調査項目

ごとに具体的に記載すること。

ウ 事後調査においては、移植状況の定量的

な把握に努めること。

事後調査は、専門家等の

助言を得ることにより、可

能な限り定量的に把握で

きるよう計画することと

します。


